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　国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費や介護保険の介護サービス費用に
充てられる大切な財源です。平成１７年度の国民健康保険税の税率が決まりましたのでお知らせします。

【問合せ】国保税について：税務課市民税係、医療について：市民課国保医療係

■
医
療
保
険
分

不
均
一
課
税
を
適
用
し
ま
す

　

医
療
分
の
国
保
税
は
、
１
年
間

に
か
か
る
と
予
想
さ
れ
る
医
療
費

総
額
を
見
込
み
、
国
な
ど
の
補
助

金
と
被
保
険
者（
加
入
者
）の
一
部

負
担
金
等
を
差
し
引
い
た
額
を
算

出
し
、
税
率
を
決
定
し
ま
す
。　

　

平
成　

年
度
も
医
療
費
総
額
が

１７

増
加
す
る
見
込
み
で
、
財
源
不
足

を
補
う
た
め
に
税
率
を
改
定
し
ま

す
。

　

ま
た
、
今
年
度
は
、
市
町
合
併

協
議
の
結
果
に
基
づ
き
、
旧
市
町

が
持
ち
寄
っ
た
基
金
の
額
等
の
差

に
よ
り
、
地
域
ご
と
に
税
率
を
変

え
る
「
不
均
一
課
税（
※
注
１
）」

を
導
入
し
ま
す
。

税
率
の
改
定など

に
つ
い
て

■
介
護
保
険
分

税
率
を
改
定
し
ま
す

　

介
護
保
険
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
場
合
、
そ
の
費
用
の
１

割
は
原
則
と
し
て
利
用
者
の
負
担

と
な
り
、
９
割
は
介
護
保
険
か
ら

給
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
保
険
給
付

分
の　

パ
ー
セ
ン
ト
は
国
や
県
、

５０

市
か
ら
の
公
費
で
負
担
さ
れ
、
残

り
の　

パ
ー
セ
ン
ト
は
介
護
保
険

５０

の
被
保
険
者（
加
入
者
）が
負
担
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、

　

歳
以
上　

歳
未
満
の
国
保
加
入

４０

６５

者（
介
護
保
険
第
２
号
者
）に
負
担

し
て
い
た
だ
く
も
の
が
国
保
税
の

介
護
保
険
分
で
す
。

　

こ
の
介
護
保
険
分
は
、
国
が
毎

年
定
め
る
介
護
納
付
金
に
よ
っ
て

決
め
ら
れ
ま
す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
伸
び
に
よ
り
、
平
成　

年
度
も

１７

こ
の
納
付
金
が
増
額
さ
れ
る
た
め
、

介
護
保
険
分
の
税
率
を
改
定
し
ま

す
。

※
注
１　

国
保
税
額
の
激
変
緩
和

措
置
と
し
て
３
年
間
導
入
。
基
金

の
持
ち
寄
り
額
に
よ
り
地
域
ご
と

に
税
率
を
引
き
下
げ
る
。
引
き
下

げ
率
は
５
パ
ー
セ
ン
ト
刻
み
で
、

上
限
は　

パ
ー
セ
ン
ト
。
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■ 医療分の税率（平成１７年度） ■ 医療費の負担内訳

竹野・日高・但東城崎豊岡・出石税 率 の 区 分

１５％１０％なし不均一課税（減額率）

６．５４％６．９３％７．６９％所得割（所得に応じて）

２６．０９％２７．６３％３０．６９％資産割（固定資産税額に応じて）

２３，９７０円２５，３８０円２８，２００円均等割（被保険者数に応じて）

２１，０８０円２２，３２０円２４，８００円平等割（１世帯につき）

５３０，０００円最高限度額

国庫支出金等 
50％ 

自己負担金 
（病院等での窓口支払額） 

医
　
療
　
費 医療分国保税 

50％ 

■ 介護分の税率（平成１７年度） ■ 介護納付金の負担内訳

国庫支出金等 
50％ 介

護
納
付
金 介護分国保税 

50％ 

■ 介護納付金の推移（推計）
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15年度 16年度 17年度 
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4.0

4.9
5.5豊岡市全域税 率 の 区 分

１．９１％所得割（所得に応じて）

１０．９８％資産割（固定資産税額に応じて）

１０，２００円均等割（被保険者数に応じて）

６，０００円平等割（１世帯につき）

８０，０００円最高限度額

＊出石地域では、平成１７年度は不均一課税を適用せず、平成１８年度以降に適用します。
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■
軽
減
制
度

　

平
成　

年
中
の
所
得
金
額
（
世

１６

帯
主
と
被
保
険
者
の
合
計
所
得
）

に
よ
り
、
国
保
税
の
軽
減
制
度
が

あ
り
ま
す
。
軽
減
と
な
る
の
は
、

均
等
割
額
と
平
等
割
額
で
す
。

■
減
免
制
度

　

災
害
、
失
業
、
そ
の
他
特
別
の

事
情
に
よ
り
、
国
保
税
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
は
そ

の
程
度
に
よ
り
減
免
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
担
当
課

ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

国
保
税
は
、
年
９
回
納
付
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
納
付
に
つ
い
て

は
、
口
座
振
替
が
と
て
も
便
利
で

す
。
振
替
手
続
き
は
、
預
貯
金
通

帳
・
届
出
印
を
持
参
し
て
、
金
融

機
関
・
郵
便
局
ま
た
は
市
役
所
で

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

特
別
な
事
情
も
な
く
国
保
税
を

長
い
間
滞
納
す
る
と
、
保
険
証
に

替
わ
り「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」

で
受
診
す
る
こ
と
に
な
り
、
医
療

費
等
が
い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
方

は
早
め
に
担
当
課
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。　

国
保
税
の

軽
減
・
減
免
に
つ
い
て

納
税
は
安
心
・
便
利
な

口
座
振
替
で

国
保
税
を
滞
納
す
る
と

平成１６年中の総所得金額が下記の金額以下軽減の種類

３３万円
＊申請の必要はなく当初から軽減

７割
軽減世帯

３３万円＋（世帯主を除いた被保険者数）×
２４万５千円
＊申請の必要はなく当初から軽減

５割
軽減世帯

３３万円＋（被保険者数）×３５万円
＊申請書の提出が必要（該当世帯には申
請書を送付）

２割
軽減世帯

■ 平成１７年度の納期

９８７６５４月

３期２期１期－－－納期
９　
　３０

８　
　３１

８　
　１－－－納期限

３２１１２１１１０月

９期８期７期６期５期４期納期
３　
　３１

２　
　２８

１　
　３１

１２　
　２６

１１　
　３０

１０　
　３１納期限

　

７
月
１
日
か
ら
、
平
成　

年
度

１７

国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
・
半
額

免
除
申
請
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま

す
。（
平
成　

年
７
月
〜
平
成　

年

１７

１８

６
月
分
）
ま
た
、
学
生
納
付
特
例
、

若
年
者
納
付
猶
予
申
請
も
受
付
中

で
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
難

し
い
と
お
悩
み
の
方
は
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
全
額
・
半
額
免
除
申
請

◇
平
成　

年
度
所
得
基
準
額
の
目
安

１７

※本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が基準額以
下であることが必要です。
※所得額は社会保険料控除額を考慮したおおよその目安
です。扶養親族等の数に応じて変動します。

半額免除全額免除扶養人数（例）

１４１万円５７万円０（単身世帯）

１９５万円９２万円１（配偶者を扶養）

２３５万円１２７万円２（配偶者＋子１人を扶養）

２８２万円１６２万円３（配偶者＋子２人を扶養）

●
国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ
●

保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険
料料料料料料料料料料
免免免免免免免免免免
除除除除除除除除除除
申申申申申申申申申申
請請請請請請請請請請
をををををををををを
受受受受受受受受受受
付付付付付付付付付付
けけけけけけけけけけ
てててててててててて
いいいいいいいいいい
まままままままままま
すすすすすすすすすす

保
険
料
免
除
申
請
を
受
付
け
て
い
ま
す

＊
全
額
免
除
の
基
準
に
該
当
す
る

場
合
で
も
半
額
免
除
の
申
請
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊
半
額
免
除
が
承
認
さ
れ
て
も
２

年
以
内
に
保
険
料
を
納
め
な
い

場
合
は
、
未
納
期
間
と
な
り
ま

す
。

◇
申
請
に
必
要
な
も
の

①
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
、
納
付
書
な
ど
）
②

認
め
印
③
そ
の
他
（
次
の
該
当
者

の
み
）

＊
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
に
転

１７

入
し
た
方
は
前
住
所
地
で
の
平

成　

年
度
所
得
課
税
証
明
書

１７
（　

年
分
）
が
必
要
で
す
。

１６

＊
失
業
な
ど
に
伴
う
申
請
の
方
は
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
雇

用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
、
離

職
者
支
援
資
金
「
貸
付
決
定
通

知
書
」
な
ど
い
ず
れ
か
の
写
し

が
必
要
で
す
。

＊
被
災
に
伴
う
申
請
の
方
は
、
被

災
証
明
書
の
写
し
と
被
災
状
況

申
立
書
が
必
要
で
す
。（
被
災
状

況
申
立
書
は
窓
口
に
置
い
て
い

ま
す
の
で
、
申
請
時
に
記
入
く

だ
さ
い
）

■
若
年
者
納
付
猶
予
申
請

◇
対
象　
　

歳
未
満
で
本
人
お
よ

３０

び
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
基
準
額

（
全
額
免
除
の
基
準
額
と
同
じ
）以

下◇
申
請
に
必
要
な
も
の

全
額
・
半
額
免
除
申
請
と
同
じ

■
学
生
納
付
特
例
申
請

◇
対
象　
　

歳
以
上
の
学
生
で
、

２０

本
人
の
前
年
所
得
が
基
準
額
（
目

安
と
し
て
１
１
８
万
円
）
以
下

◇
申
請
に
必
要
な
も
の

①
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
・
納
付
書
な
ど
）
②

認
め
印
③
学
生
証
の
コ
ピ
ー
（
表

と
裏
の
両
面
）
ま
た
は
今
年
度
の

在
学
証
明
書

※
平
成　

年
７
月
か
ら
全
額
免

１７

除
と
若
年
者
納
付
猶
予
の
継

続
申
請
が
で
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

【
申
請
・
問
合
せ
】

●
市
民
課
市
民
係
ま
た
は
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課

●
兵
庫
社
会
保
険
事
務
局
豊
岡

事
務
所　

�　

－

３
１
９
６

２２


